
 

令和５年 7月 

保護者の皆さまへ 

大阪市立築港中学校 

生活指導部 

夏休みの生活について（お願い） 

 盛夏の候、保護者の皆さまにはますますご健勝のこととお喜び申しあげます。

平素は、本校教育活動にご理解・ご協力をたまわり厚くお礼申しあげます。 

 さて、夏休みが近づいてまいりました。学習面や生活面における自らの課題を

明確にし、新学期に向けて目標を定めるのによい機会です。各ご家庭におかれま

しても何かとご多忙のことと存じますが、夏休みを有意義に・安全に過ごすため

に、下記の点に十分ご配慮いただくようお願い申しあげます。 

 

記 

 

１．規則正しい生活を心がけ、健康に十分注意させてください。 

＊生活習慣を意識し、不規則な生活にならないようご注意ください。 

 

２．計画的に学習させてください。 

＊１日の計画の中に、必ず学習時間を組んでください。 

＊夏休みの課題が出されています。点検をお願いします。 

 

３．家族の一員としての自覚を持たせ、家庭で仕事をさせてください。 

＊掃除、洗濯、食事の後かたづけなど、何か役割を考えてください。 

 

４．社会のルールを守らせてください。 

＊夏休みは中学生が犯罪に巻き込まれるケースが多くあります。 

家庭でしっかりご指導ください。 

 

※大阪府青少年健全育成条例 

第 25条 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、午後８時から翌日の

午前４時まで青少年（16歳未満の者）を外出させないように努めなければならない。 

 

※携帯・スマホやパソコン等の使用について 

 

 

 

 

 

５．交通ルールを守らせてください。 

＊自転車の事故が増加しています。特にご注意ください。 

 

６．万一、事件事故があった場合は、 

早急に連絡してください。 

「SNS」「ブログ」「プロフ」「掲示板」等のコミュニケーションサイトの利用により、生徒が事件や事故に巻き込

まれる事案が発生しています。是非とも、有害サイトアクセス制限サービス（フィルタリングサービス）を利用

するとともに、実態に応じて、携帯・スマホ、パソコン等の利用について十分に子どもと話し合い、ルールを

決めて、使い方を見守ってください。 
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